
令和２年５月２６日 

財 務 部 経 理 課 

 

世田谷区玉川総合支所庁舎・区民会館改築工事請負契約変更 

 

１ 契約件名 世田谷区玉川総合支所庁舎・区民会館改築工事 

２ 契約金額 既定金額 ４，７６２，８００，０００円          

専決金額 ４，７７４，４１６，０００円（変更なし） 

３ 工 期 既定工期 令和２年４月３０日 

       専決工期 令和２年６月２９日 

       変更工期 令和２年１０月３０日 

４ 相 手 方 東京都世田谷区経堂五丁目２３番１５号 

       東光・神興・大洋建設共同企業体 

       代表者 東京都世田谷区経堂五丁目２３番１５号 

東光建設株式会社 

           代表者 草 深 和 重 

       構成員 東京都世田谷区池尻二丁目１３番３号 

           神興建設株式会社 

           代表者 山 家 茂 夫 

       構成員 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町１５７番地 

           大洋建設株式会社 

           代表者 黒 田 憲 一 

５ 変更理由 専決処分による工期の変更を行ったが、新型コロナウイルス感染症の感

染拡大防止を目的として、工事の一時中断、作業員の減員等の対策を講

じることにより、通常以上の工期を要するため。 


